
納期
市県民税・
森林環境税
（普通徴収）

固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税
（普通徴収）

介護保険料
後期高齢者
医療保険料

納期限
口座振替日

再振替日

５月1５日
（金）

4月 随時期
４月３０日
（木）

１期 １期

７月1５日
（水）

5月 随時期
６月１日
（月）

６月１５日
（月）

6月 随時期
６月３０日
（火）

全期

１期

２期

３期

９月1５日
（火）

7月 ４期
７月３１日
（金）

８月1７日
（月）

8月 ５期
８月３１日
（月）

２期

２期

１期

２期

４期

５期

１０月1５日
（木）

10月 ７期
１１月２日
（月）

１１月１６日
（月）

9月 ６期
９月３０日
（水）

３期 ４期

３期 ６期

７期

12月1５日
（火）

12月 ９期
１２月２５日
（金）

１月１５日
（金）

11月 ８期
1１月３０日
（月）

３期 ６期

５期

９期

８期

３月１５日
（月）

1月 １０期
２月１日
（月）

２月１５日
（月）

2月 １１期
３月１日
（月）

４期

４期 ８期

７期 １０期

１１期

４月１５日
（木）

3月 １２期
３月３１日
（水）

９期 １２期

◎納期の税目を確認し、納め忘れ

のないようにしましょう。

◎期別の税額を書き入れ、納税

計画をたててみましょう。

口座振替は納め忘れがなく、納めに出かける手間も省けて便利です。いずれかの方法でお申込みください。

◆郵送でのお申込み

①電話連絡または取寄フォームから申請→申込書を郵送します。 ②申込書に記入・押印 ③返信用封筒で返送

◆窓口でのお申込み

通帳、通帳の届出印、納税通知書や納付書 をお持ちになり、市役所・支所へおいでください。

お問い合わせ： 総務部 税務課

収税係（0250）62-2510

口座振替の方
（納税通知書に金融機関名の表示がある）

★納期限日に振替します。

振替日の前日までに口座残高を確

認し、確実に振替できるようにし

ましょう。

★残高不足で振替できなかった場

合は、再振替します。

再振替も振替できなかった場合は、

督促状を送りますので、督促手数

料とあわせて現金納付してくださ

い。

現金納付の方
（納税通知書に金融機関名の表示がない）

☆市役所・支所、金融機関等、コ

ンビニ、スマホアプリで納付して

ください。

※納付書にバーコードがあり、納

期限前であればコンビニ、スマホ

決済アプリで納付できます。


